
 3．都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

3.2 調査、予測及び評価の手法 

調査、予測及び評価の手法については、各々の環境要素・影響要因の区分ごとに整理しま

した。 

 

3.2.1 粉じん等 

(1)建設工事の実施に伴う粉じん等 

ア．環境影響評価の方法の概略 

建設工事の実施に伴う粉じん等に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-1 に示す

とおりです。 

 

表 3.2-1 環境影響評価の方法の概略（建設工事の実施に伴う粉じん等） 

検討すべき事項  工事中の建設機械の稼働に伴い粉じん等の発生が考えられること

から、対象事業実施区域に近接する住居等への影響について検討を行

います。 

現況調査の内容 工事中の建設機械の稼働に伴い発生する粉じん等について予測・評

価を行うために、対象事業実施区域周辺の季節別の風向・風速の状況

を把握します。 

対象事業実施区域周辺に風向・風速を観測している大気測定局が位

置することから、これらのデータ等を収集することで現況を把握する

こととします。 

予測の内容 施工計画から得られる建設機械の稼働状況から、住居等が直近する

敷地境界付近での粉じん等の発生量を算出します。 

予測地域は、開削工事等が予定されている中間駅及び博多駅付近と

します。 

評価の内容  工事中の建設機械の稼働に伴い発生する粉じん等の発生量と参考

値との比較を行い、影響の程度を評価します。 

 

イ．現況調査の内容 

風向・風速の調査内容を表 3.2-2 に示します。 

 

表 3.2-2(1) 調査内容（建設工事の実施に伴う粉じん等） 

調査すべき情報 選定理由 

 年間の風向・風速  粉じん等の予測時に適用する初期条件として

必要なため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

風向・風速については、対象事業実施区

域周辺に大気測定局が分布しているため、

大気測定局の風向・風速データ等を用いる

こととします。 

 大気測定局のデータ等を用いることで、風向・

風速の状況を把握できるものと判断しました。 
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表 3.2-2(2) 調査内容（建設工事の実施に伴う粉じん等） 

調査地域・地点 選定理由 

対象事業実施区域周辺の大気測定局と

し、位置を図 3.2-1に示します。 

 

表 3.2-3 大気測定局一覧 

番
号 

種
別 

大気測定局 

1 
一般局 

吉 塚 

2 市役所 
 

 対象事業実施区域周辺の大気測定局を設定し

ました。 

調査期間等 選定理由 

年間を通じた季節別（4 季）の調査結果

をとりまとめます。 

 粉じん等による影響が季節により異なると考

えられることから、対象時期を 4季としました。
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図3.2-1　大気測定地点

一般局
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ウ．予測の内容 

建設工事の実施に伴う粉じん等に関する予測の内容を表 3.2-4 に示します。 

 

表 3.2-4(1) 予測内容（建設工事の実施に伴う粉じん等） 

予測の基本的な手法 選定理由 

作業単位を考慮した建設機械の組み合わせ

（ユニット）を想定し、事例の引用又は解析

（プルーム式等の理論式）を用いた計算によ

り予測を行います。 
n

s
wsdsd fRC

1
 

ここで、 

Cd：季節別降下ばいじん量(t/km2/月) 

Rds：風向別降下ばいじん量(t/km2/月) 

n：方位（＝16） 

fws：季節別風向出現割合 

なお、添え字 sは風向（16方位）を示します。

風向別降下ばいじん量 Rds は、以下の式に

より求めます。 
16

16

2

1

x

x
dduds AdxdxxCNNR  

ここで、 

)(xCd
：1日当たりの降下ばいじん量（t/km2/

日/ユニット） 
cb

d xxuuaxC )/()/()( 00  

Nu：ユニット数 

Nd：季節別の平均月間工事日数(日/月) 

a：基準降下ばいじん量（t/km2/m2/台） 
u：季節別風向別平均風速(m/s) 

（u＜1m/s の場合は、u＝1m/s とします） 

u0：基準風速（u0＝1） 

b：風速の影響を示す係数（b ＝1） 
x：風向に沿った風下距離（m） 
x0：基準距離（1m） 
c：降下ばいじん量の拡散を示す係数 
x1：予測地点から季節別の施工範囲の手前側

の敷地境界線までの距離(m) 

x2：予測地点から季節別の施工範囲の奥側の

敷地境界線までの距離(m) 

（x1, x2＜1mの場合は、x1, x2 = 1m とします）

A：季節別の施工範囲の面積(m2) 

「道路環境影響評価の技術手法」に示された一

般的な予測手法です。これまでの経験的な諸係数

を適用して計算を行う手法で、粉じん等の予測に

おいて も多く適用される予測計算方法です。 
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表 3.2-4(2) 予測内容（建設工事の実施に伴う粉じん等） 

予測地域・地点 選定理由 

予測地域は、建設機械が住居等の直近で稼

働する敷地境界付近とします。 

予測位置を、図 3.2-2に示します。 

予測地点は工事敷地境界上の地上 1.5m 地

点とします。 

なお、詳細な調査位置については、駅位置

の詳細が決定した段階で設定します。 

工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れることから、予測地域に設定しました。 

予測位置の選定理由を、表 3.2-5に示します。

 

表 3.2-5 予測位置選定理由 

地点名 選定理由 

地点 1  中間駅の建設に伴い、地上部

において建設機械の稼働が考

えられます。 

地点 2  博多駅の建設に伴い、地上部

において建設機械の稼働が考

えられます。 

 

 

予測時期・期間等 選定理由 

施工計画より建設機械の稼働台数が も多

くなる時点とします。 

工事による粉じん等の影響が 大となる時期

を予測対象時期としました。 

 

 

エ．評価の内容 

建設工事の実施に伴う粉じん等に関する評価の内容を表 3.2-6 に示します。 

 

表 3.2-6 評価内容（建設工事の実施に伴う粉じん等） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、以下に示す参考値等より判断します。 

＜参考値＞ 

降下ばいじん量が、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保

全が必要な地域の指標とした 20t/km2/月が目安と考えられます。一

方、降下ばいじんの比較的高い地域の値は 10t/km2/月です。評価に

おいては、建設機械の稼働等による影響を対象としているところか

ら、これらの差である 10t/km2/月を参考値とします。 
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図3.2-2　「建設工事の実施に伴う粉じん等」予測地点図

粉じん等予測地点
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(2)資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等 

ア．環境影響評価の方法の概略 

資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-7

に示すとおりです。 

 

表 3.2-7 環境影響評価の方法の概略（資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等） 

検討すべき事項  工事中の資材等運搬車両の走行に伴い粉じん等の発生が考えられ

ることから、対象事業実施区域に近接する住居等への影響について検

討を行います。 

現況調査の内容 工事中の資材等運搬車両の走行に伴い発生する粉じん等について

予測・評価を行うために、対象事業実施区域周辺の季節別の風向・風

速の状況を把握します。 

対象事業実施区域周辺に風向・風速を観測している大気測定局が位

置することから、これらのデータ等を収集することで現況を把握する

こととします。 

予測の内容 施工計画から得られる資材等運搬車両の走行台数から、工事区域の

境界や周辺の住居等での粉じん等の発生量を算出します。 

予測地域は、資材等運搬車両が走行すると想定される道路付近の住

居等が立地している代表的な地域とします。 

評価の内容  工事中の資材等運搬車両の走行に伴い発生する粉じん等の発生量

と参考値との比較を行い、影響の程度を評価します。 

 

 

イ．現況調査の内容 

風向・風速の調査内容を表 3.2-8 に示します。 

 

表 3.2-8 調査内容（資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等） 

調査すべき情報 選定理由 

 年間の風向・風速  粉じん等の予測時に適用する初期条件として

必要なため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

風向・風速については、対象事業実施区

域周辺に大気測定局が分布しているため、

大気測定局の風向・風速データ等を用いる

こととします。 

 大気測定局のデータ等を用いることで、風向・

風速の状況を把握できるものと判断しました。 

調査地域・地点 選定理由 

対象事業実施区域周辺の大気測定局と

し、位置を図 3.2-1（p.143 参照）に示し

ます。 

 事業実施区域周辺の大気測定局を設定しまし

た。 

調査期間等 選定理由 

年間を通じた季節別（4 季）の調査結果

をとりまとめます。 

 粉じん等による影響が季節により異なると考

えられることから、対象時期を 4季としました。
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ウ．予測の内容 

資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等に関する予測の内容を表 3.2-9に示します。 

 

表 3.2-9(1) 予測内容（資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等） 

予測の基本的な手法 選定理由 

資材等運搬車両の平均日交通量を想定

し、事例の引用又は解析（プルーム式等の

理論式）を用いた計算により予測を行いま

す。 
n

s
wsdsd fRC

1
 

ここで、 

Cd：季節別降下ばいじん量(t/km2/月) 

Rds：風向別降下ばいじん量(t/km2/月) 

n：方位（＝16） 

fws：季節別風向出現割合 

なお、添え字 sは風向（16方位）を示し

ます。 

風向別降下ばいじん量 Rds は、以下の式

により求めます。 
16

16

2

1

x

x
ddHCds dxdxxCNNR  

cb
d xxuuaxC )/()/()( 00  

ここで、 

)(xCd
：工事用車両1台当たりの降下ばいじ

ん量（t/km2/m2/台） 

NHC：工事用車両の平均日交通量(台/日) 

Nd：季節別の平均月間工事日数(日/月) 

a：基準降下ばいじん量（t/km2/m2/台） 
u：季節別風向別平均風速(m/s) 

（u＜1m/s の場合は、u＝1m/s とします）

u0：基準風速（u0＝1） 

b：風速の影響を示す係数（b ＝1） 
x：風向に沿った風下距離（m） 
x0：基準距離（1m） 
c：降下ばいじん量の拡散を示す係数 
x1：予測地点から工事用車両通行帯の手前

側の端部までの距離(m)（x1 ＜ 1mの場合

は、x1 ＝ 1mとする） 

x2：予測地点から工事用車両通行帯の奥側

の端部までの距離(m) 

「道路環境影響評価の技術手法」に示された一

般的な予測手法です。これまでの経験的な諸係数

を適用して計算を行う手法で、粉じん等の予測に

おいて も多く適用される予測計算方法です。 
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表 3.2-9(2) 予測内容（資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等） 

予測地域・地点 選定理由 

予測地域は、資材等運搬車両が走行する

と想定される道路付近の住居等が立地し

ている代表的な地域とします。 

予測位置を、図 3.2-3に示します。 

予測地点は官民境界上の地上 1.5m 地点

とします。 

工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れることから、予測地域に設定しました。 

予測位置の選定理由を、表 3.2-10に示します。

 

表 3.2-10 予測位置選定理由 

地点名 選定理由 

地点 1  資材等運搬車両が走行す

ると想定される国体道路に

おいて、病院が近接すること

から選定しました。 

地点 2  資材等運搬車両が走行す

ると想定されるはかた駅前

通りにおいて、住居等が近接

することから選定しました。

地点 3  資材等運搬車両が走行す

ると想定されるはかた駅前

通りにおいて、住居等が近接

することから選定しました。

地点 4  資材等運搬車両が走行す

ると想定される昭和通りに

おいて、学校が近接すること

から選定しました。 

地点 5  資材等運搬車両が走行す

ると想定される大博通りに

おいて、住居等が近接するこ

とから選定しました。 
地点 6  資材等運搬車両が走行す

ると想定される渡辺通りに

おいて、病院が近接すること

から選定しました。 
地点 7  資材等運搬車両が走行す

ると想定される住吉通りに

おいて、学校が近接すること

から選定しました。 
 

 

予測時期・期間等 選定理由 

施工計画より資材等運搬車両台数が

も多くなる時点とします。 

工事による粉じん等の影響が 大となる時期

を予測対象時期としました。 
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エ．評価の内容 

資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等に関する評価の内容を表 3.2-11 に示します。 

 

表 3.2-11 評価内容（資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、以下に示す参考値等より判断します。 

＜参考値＞ 

降下ばいじん量が、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保

全が必要な地域の指標とした 20t/km2/月が目安と考えられます。一

方、降下ばいじんの比較的高い地域の値は 10t/km2/月です。評価に

おいては、資材等運搬車両の走行による影響を対象としているとこ

ろから、これらの差である 10t/km2/月を参考値とします。 
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図3.2-3　「資材等運搬車両の走行に伴う粉じん等」予測地点図

粉じん等予測地点
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3.2.2 騒音 

(1)建設工事の実施に伴う騒音 

ア．環境影響評価の方法の概略 

建設工事の実施に伴う騒音に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-12 に示すとお

りです。 

 

表 3.2-12 環境影響評価の方法の概略（建設工事の実施に伴う騒音） 

検討すべき事項  工事中の建設機械の稼働に伴い騒音の発生が考えられることから、

対象事業実施区域に近接する住居等への影響について検討を行いま

す。 

現況調査の内容 工事中の建設機械の稼働に伴い発生する騒音について予測・評価を

行うために、対象事業実施区域周辺の代表的な住居等における現状の

騒音の状況を把握します。 

調査地域は、開削工事等が予定されている中間駅及び博多駅付近と

します。 

予測の内容 施工計画から得られる建設機械の稼働状況から、建設機械が住居等

の直近で稼働する敷地境界付近での建設作業騒音の予測計算を行い

ます。 

予測地域は、調査地域と同様とします。 

評価の内容  工事中の建設機械の稼働に伴い発生する騒音の発生量と規制基準

との比較を行い、影響の程度を評価します。 

 

イ．現況調査の内容 

環境騒音の調査内容を表 3.2-13 に示します。 

 

表 3.2-13(1) 調査内容（建設工事の実施に伴う騒音） 

調査すべき情報 選定理由 

環境騒音：等価騒音レベル（LAeq）、時間

率騒音レベル 

 予測時に参照するデータとして必要なため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

「騒音に係る環境基準について」（平成

10年9月30日 環境庁告示第64号 終

改正 平成 17年 5月 26日 環告 45）に規

定する測定方法に準拠し、環境騒音の現地

調査を行います。 

 本手法は、環境基準等にも規定されている一般

的な手法です。 

調査地域・地点 選定理由 

調査地域は、建設機械が住居等の直近で

稼働すると考えられる地域とします。 

調査位置を、図 3.2-4に示します。 

調査地点は地上 1.2m 地点とします。 

なお、詳細な調査位置については、駅位

置の詳細が決定した段階で設定します。 

工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れる地域を、調査地域に設定しました。 

調査位置の選定理由を、表 3.2-14に示します。

 

表 3.2-14 調査位置選定理由 

地点名 選定理由 

地点 1  中間駅の建設に伴い、地上部

において建設機械の稼働が考

えられます。 

地点 2  博多駅の建設に伴い、地上部

において建設機械の稼働が考

えられます。 
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表 3.2-13(2) 調査内容（建設工事の実施に伴う騒音） 

調査期間等 選定理由 

平日の 1日、24時間連続とします。  環境騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈す

る日とし、平日の 1 日 24 時間の調査を実施する

こととしました。 
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図3.2-4　環境騒音調査地点図

環境騒音調査地点



 3．都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

ウ．予測の内容 

建設工事の実施に伴う騒音に関する予測の内容を表 3.2-15に示します。 

 

表 3.2-15(1) 予測内容（建設工事の実施に伴う騒音） 

予測の基本的な手法 選定理由 

日本音響学会の「建設工事騒音の予測モデ

ル“ASJ CN-Model 2007”」（以下、参照）を

用いて騒音レベルを予測します。 

gLdL
r
r

WALAL
0

10log208  

AL ：実効騒音レベル[デシベル] 

WAL ：建設機械のＡ特性実効音響パワーレベ

ル[デシベル] 

r ：建設機械の中心から予測点までの距離 

[ｍ] 

0r ：基準距離[ｍ] 

dL ：建設機械からの騒音に対する回折減衰

量[デシベル] 

gL ：建設機械からの騒音に対する地表面減

衰量[デシベル] 

 

ア．回折減衰量 

回折減衰量 dL は次式により求めます。 

＜予測点から音源が見えない場合＞ 

10)42.0(1sinh2.155

14.1810log10

　　　　

　　　　　

dL  

＜予測点から音源が見える場合＞ 

0.0730

073.00)42.0(1sinh2.155

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

dL
 

：音源，回折点，予測点の幾何学的配置か

ら決まる行路差[ｍ] 

また遮音壁の音響透過損失（ R （デシベ

ル））が十分でない場合には、回折減衰量を

次式の DL （デシベル）で置き換えます。 

101010
10 101010log10 , RLL

D
slitddL  

音響透過損失 R のおおよその目安は、表

3.2-16に示すとおりです。 

 

表 3.2-16 音響透過損失 R の目安 

設置する遮音壁の状態 R の目安 

・通常遮音壁を仮設物として

設置する場合 

・防音パネルを良好な状態で

組み立てる場合 

20 

・防音シートなど簡易な防音

材を良好な状態で設置す

る場合 

10 

 

騒音の予測手法としては、一般的なものです。

建設機械騒音については、騒音特性に応じて騒音

レベルを計算します。 
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表 3.2-15(2) 予測内容（建設工事の実施に伴う騒音） 

予測地域・地点 選定理由 

予測地域は、建設機械が住居等の直近で稼

働する敷地境界付近とします。 

予測位置は調査位置と同位置とし、図3.2-4

（p.154 参照）に示します。 

予測地点は工事敷地境界上の地上 1.2m 地

点とします。 

なお、詳細な調査位置については、駅位置

の詳細が決定した段階で設定します。 

工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れることから、予測地域に設定しました。 

予測時期・期間等 選定理由 

施工計画より各工種毎に建設機械の稼働台

数が も多くなる時点とします。 

工事による騒音の影響が 大となる時期を予

測対象時期としました。 

 

 

エ．評価の内容 

建設工事の実施に伴う騒音に関する評価の内容を表 3.2-17に示します。 

 

表 3.2-17 評価内容（建設工事の実施に伴う騒音） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、以下に示す規制基準との整合が図られ

ているか等より判断します。 

＜規制基準＞ 

建設工事の実施に伴い発生する騒音について、「「特定建設作業に

伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和43年11月27日 厚

生省・建設省 告示第 1 号 終改正：平成 18 年 9 月 29 日 環告

132 号）に定める規制基準を超えない範囲であること」を評価の基

準とします。 
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(2)資材等運搬車両の走行に伴う騒音 

ア．環境影響評価の方法の概略 

資材等運搬車両の走行に伴う騒音に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-18に示

すとおりです。 

 

表 3.2-18 環境影響評価の方法の概略（資材等運搬車両の走行に伴う騒音） 

検討すべき事項  工事中の資材等運搬車両の走行に伴い騒音の発生が考えられるこ

とから、対象事業実施区域に近接する住居等への影響について検討を

行います。 

現況調査の内容 工事中の資材等運搬車両の走行に伴い発生する騒音について予

測・評価を行うために、対象事業実施区域周辺の代表的な住居等にお

ける現状の騒音の状況を把握します。 

調査地域は、資材等運搬車両が走行すると想定される道路とし、住

居や学校等の保全対象が存在する位置とします。 

予測の内容 施工計画から得られる資材等運搬車両の走行台数から、工事区域の

境界や周辺の住居等での騒音の予測計算を行います。 

予測地域は、資材等運搬車両が走行すると想定される道路付近の住

居等が立地している代表的な地点とします。 

評価の内容  工事中の資材等運搬車両の走行に伴い発生する騒音の発生量と基

準値との比較を行い、影響の程度を評価します。 

 

イ．現況調査の内容 

道路交通騒音、自動車交通量の調査内容を表 3.2-19 に示します。 

 

表 3.2-19(1) 調査内容（資材等運搬車両の走行に伴う騒音） 

調査すべき情報 選定理由 

①自動車騒音：等価騒音レベル（LAeq） 

②自動車交通量（台/時）（方向別・車種

別） 

③その他予測時に必要となる事項 

①予測時に引用するデータとして必要なため。 

②時間別交通量に配分するための基礎データと

して必要なため。 

③予測時に参照するデータとして必要なため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

①「騒音に係る環境基準について」（平成

10年9月30日 環境庁告示第64号 

終改正 平成 17年 5月 26日 環告 45）

に規定する測定方法に準拠し、道路交通

騒音の現地調査を行います。 

②数取器（カウンター）を用いて、方向別、

車種別に1時間ごとの交通量を測定しま

す。 

①自動車騒音調査は、環境基準等にも規定されて

いる一般的な手法です。 

②一般的に適用されている手法です。 
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表 3.2-19(2) 調査内容（資材等運搬車両の走行に伴う騒音） 

調査地域・地点 選定理由 

資材等運搬車両が走行すると想定され

る道路付近の住居等が立地している代表

的な地点とします。 

調査位置を、図 3.2-5に示します。 

調査地点は地上 1.2m 地点とします。 

 工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れる地域を、調査地域に設定しました。 

調査位置の選定理由を、表 3.2-20に示します。

 

表 3.2-20 調査位置選定理由 

地点名 選定理由 

地点 1  資材等運搬車両が走行す

ると想定される国体道路に

おいて、病院が近接すること

から選定しました。 

地点 2  資材等運搬車両が走行す

ると想定されるはかた駅前

通りにおいて、住居等が近接

することから選定しました。

地点 3  資材等運搬車両が走行す

ると想定されるはかた駅前

通りにおいて、住居等が近接

することから選定しました。

地点 4  資材等運搬車両が走行す

ると想定される昭和通りに

おいて、学校が近接すること

から選定しました。 

地点 5  資材等運搬車両が走行す

ると想定される大博通りに

おいて、住居等が近接するこ

とから選定しました。 
地点 6  資材等運搬車両が走行す

ると想定される渡辺通りに

おいて、病院が近接すること

から選定しました。 
地点 7  資材等運搬車両が走行す

ると想定される住吉通りに

おいて、学校が近接すること

から選定しました。 
 

 

調査期間等 選定理由 

平日の 1日、24時間連続とします。  自動車騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈

する日とし、平日の 1 日 24 時間の調査を実施す

ることとしました。 
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図3.2-5　自動車騒音調査地点図

自動車騒音調査地点
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ウ．予測の内容 

資材等運搬車両の走行に伴う騒音に関する予測の内容を表 3.2-21 に示します。 

 

表 3.2-21(1) 予測内容（資材等運搬車両の走行に伴う騒音） 

予測の基本的な手法 選定理由 

日本音響学会の「道路交通騒音の予測モ

デル“ASJ-RTN モデル 2008”」（以下、参

照）を用いて騒音レベルを予測します。資

材等運搬車両による寄与分を、現地調査に

よって得られた現況の等価騒音レベルに

算術加算することで求めます。 

 

(ｱ)１時間あたりの等価騒音レベルの算出

3600
10/

1010log101,
NAEL

hAeqL  

hAeqL 1, ：１時間あたりの等価騒音レベル

(デシベル) 

AEL ：１台の自動車が走行したときの単発

騒音暴露レベル(デシベル) 

N ：交通量（台/ｈ） 

ここで、 

i
i

L
AE t

T
L iA 10/

0
10

,101log10  

iAL , ： i 番目の音源位置から予測点に伝搬

する騒音のＡ特性音圧レベル(デシ

ベル) 

0T ：＝１ｓ(基準の時間) 

VDti  
D ：点音源の間隔（ｍ） 

V ：走行速度（ｍ/ｓ） 

 

(ｲ)各点音源からのＡ特性音圧レベル

（ iAL , ） 

各点音源から予測地点に到達する音の

Ａ特性音圧レベルは、次式を用いて求めま

す。 

icoriiWAiA LrLL ,10,, log208  

iAL , ： i 番目の音源位置から予測点に伝搬

する騒音の A 特性音圧レベル(デシ

ベル) 

iWAL , ：i 番目の音源位置における自動車走

行騒音の A 特性音響パワーレベル

（デシベル） 

ir ：i 番目の音源位置から予測点までの直

達距離（ｍ） 

icorL , ： i 番目の音源位置から予測点に至

る音の伝搬に影響を与える各種の

減衰要素に関する補正値（デシベ

ル） 

ここで、 

airgrnddifcor LLLL  

騒音の予測手法としては、一般的なものです。

資材等運搬車両の自動車騒音レベルについては、

等価騒音レベルを計算します。 
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表 3.2-21(2) 予測内容（資材等運搬車両の走行に伴う騒音） 

予測の基本的な手法 選定理由 

difL ：回折に伴う減衰に関する補正量（デ

シベル） 

grndL ：地表面効果による減衰に関する補

正量（デシベル） 

airL ：空気の音響吸収による減衰に関す

る補正量（デシベル） 

 

(ｳ)自動車走行騒音のＡ特性パワーレベル

（ WAL ） 

自動車走行騒音のＡ特性パワーレベル

は、２車種分類（大型車・小型車）の場合

のものを用いて、以下の通り設定します。

資材及び機械の運搬に用いる車両は、全て

大型車としました。 

なお、主要幹線道路を走行する場合には

定常走行、工事区域周辺を走行する場合に

は資材の搬出入で運搬車両が停車するこ

とが考えられることから非定常走行とし

てＡ特性パワーレベルを設定します。 

＜大型車・小型車の定常走行＞ 

小型車： VLWA 10log307.46  

大型車： VLWA 10log302.53  

＜大型車・小型車の非定常走行＞ 

小型車： VLWA 10log103.82  

大型車： VLWA 10log108.88  

WAL ：自動車走行騒音の A特性パワーレベ

ル（デシベル） 

V：走行速度（km/h）（10km/h ≦V ≦ 60km/

ｈ） 

 

(ｴ) 等価騒音レベル（ AeqL ）の合成 

(ｱ)～(ｳ)の計算を車線別、車種別に行

い、それらの結果を以下の式のとおりレベ

ル合成することで、予測地点における等価

騒音レベル AeqL を算出します。 

ji

L
Aeq

ijAeqL
,

10/
10

,10log10  

AeqL ：道路全体の等価騒音レベル 

ijAeqL , ： i 番目の車線、 j 番目の車種にお

ける等価騒音レベル 

騒音の予測手法としては、一般的なものです。

資材等運搬車両の自動車騒音レベルについては、

等価騒音レベルを計算します。 

予測地域・地点 選定理由 

予測地域は、資材等運搬車両が走行する

と想定される道路付近の住居等が立地し

ている代表的な地点とします。 

予測位置は調査位置と同位置とし、図

3.2-5（p.159 参照）に示します。 

予測地点は地上 1.2m 地点とします。 

工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れることから、予測地域に設定しました。 

予測時期・期間等 選定理由 

施工計画より資材等運搬車両台数が

も多くなる時点とします。 

工事による騒音の影響が 大となる時期を予

測対象時期としました。 
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エ．評価の内容 

資材等運搬車両の走行に伴う騒音に関する評価の内容を表 3.2-22 に示します。 

 

表 3.2-22 評価内容（資材等運搬車両の走行に伴う騒音） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、以下に示す環境基準との整合が図られ

ているか等より判断します。 

＜環境基準＞ 

資材等運搬車両の走行に伴い発生する騒音について、「騒音に係

る環境基準について」（平成10年 9月30日 環境庁告示第64号 

終改正 平成 17年 5月 26日 環告 45）に定める基準を超えない範

囲であること」を評価の基準とします。なお、環境基準達成状況の

把握は面的評価で行います。 
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3.2.3 低周波音 

(1)構造物の存在に伴う低周波音 

ア．環境影響評価の方法の概略 

構造物の存在に伴う低周波音に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-23 に示すと

おりです。 

 

表 3.2-23 環境影響評価の方法の概略（構造物の存在に伴う低周波音） 

検討すべき事項  換気塔の設置に伴い低周波音の発生が考えられることから、対象事

業実施区域に近接する住居等への影響について検討を行います。 

現況調査の内容 既設の七隈線において、計画している換気塔と類似の換気塔が建設

されています。これらの換気塔における低周波音の状況を把握するこ

とで、計画している換気塔からの低周波音の状況を予測できるものと

考えています。 

そのため、現況調査では類似の換気塔となる既設の七隈線の換気塔

における低周波音の状況や苦情の状況等について把握します。 

予測の内容 既設の七隈線における類似の換気塔からの低周波音の状況等から、

換気塔の建設計画位置周辺の低周波音の状況を予測します。 

評価の内容  換気塔の設置に伴い発生が考えられる低周波音の発生量と指針値

との比較を行い、影響の程度を評価します。 

 

 

イ．現況調査の内容 

換気塔の状況把握の調査内容を表 3.2-24 に示します。 

 

表 3.2-24 調査内容（構造物の存在に伴う低周波音） 

調査すべき情報 選定理由 

①類似の換気塔となる既設の七隈線の換

気塔における低周波音の状況等 

②類似の換気塔となる既設の七隈線の換

気塔における苦情の状況等 

予測時に引用するデータとして必要なため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

①「低周波音の測定方法に関するマニュア

ル」（平成 12 年 環境庁）に規定する

測定方法に準拠し、低周波音の現地調査

を行います。 

②類似の換気塔となる既設の七隈線の換

気塔における苦情の状況等について整

理します。 

 既設の七隈線にある類似の換気塔の状況を整

理することにより、換気塔からの低周波音の状況

を把握できるものと判断しました。 

調査地域・地点 選定理由 

既設の七隈線の換気塔周辺とします。  換気方式や構造形式等が建設する換気塔に類

似していることから、調査地域に設定しました。

調査期間等 選定理由 

平日の 1日、24時間連続とします。  換気塔の稼働状況を考慮し、平日の 1 日 24 時

間の調査を実施することとしました。 
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ウ．予測の内容 

構造物の存在に伴う低周波音に関する予測の内容を表 3.2-25 に示します。 

 

表 3.2-25 予測内容（構造物の存在に伴う低周波音） 

予測の基本的な手法 選定理由 

類似の換気塔の実測結果等を基に低周

波音の音圧レベルの 大値を予測します。

 既存の七隈線の換気塔の低周波音の状況を整

理することにより、建設する換気塔の影響の程度

を予測できるものと判断しました。 

予測地域・地点 選定理由 

換気塔の建設計画位置周辺とします。 

予測位置を、図 3.2-6に示します。 

 

換気塔に近接する住居等への影響が懸念され

ることから、予測地域に設定しました。 

予測位置の選定理由を、表 3.2-26に示します。

 

表 3.2-26 予測位置選定理由 

地点名 選定理由 

地点 1  換気塔の設置が考えられ

る中間駅付近としました。 

地点 2  換気塔の設置が考えられ

る博多駅付近としました。 
 

予測時期・期間等 選定理由 

供用後とします。 換気塔が稼働する時期を予測対象時期としま

した。 

 

 

エ．評価の内容 

構造物の存在に伴う低周波音に関する評価の内容を表 3.2-27 に示します。 

 

表 3.2-27 評価内容（構造物の存在に伴う低周波音） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、「低周波音問題対応の手引書※」（環境

省 平成 16年）の参照値等より判断します。 

※「低周波音問題対応の手引書」の参照値 

①物的苦情の場合の評価 

・1/3 オクターブバンドで測定された音圧レベルと参照値を比較

し、測定値がいずれかの周波数で参照値以上であれば、その周

波数が苦情の原因である可能性が高い。 

②心身に係る苦情の場合の評価 

・Ｇ特性音圧レベルが、評価指針で示される 92ｄＢ以上の場合は、

超低周波音の周波数領域で問題がある可能性が高い。 

・1/3 オクターブバンドで測定された音圧レベルと参照値を比較

し、測定値がいずれかの周波数で参照値以上であれば、その周

波数が低周波音苦情の原因である可能性が高い。 
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図3.2-6　「構造物の存在に伴う低周波音」予測地点図

低周波音予測地点
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3.2.4 振動 

(1)建設工事の実施に伴う振動 

ア．環境影響評価の方法の概略 

建設工事の実施に伴う振動に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-28 に示すとお

りです。 

 

表 3.2-28 環境影響評価の方法の概略（建設工事の実施に伴う振動） 

検討すべき事項  開削工事等の建設機械の稼働に伴い振動の発生が考えられること

から、対象事業実施区域に近接する住居等への影響について検討を行

います。 

現況調査の内容 開削工事等の建設機械の稼働に伴い発生する振動について予測・評

価を行うために、対象事業実施区域周辺の代表的な住居等における現

状の振動の状況を把握します。 

調査地域は、開削工事等が予定されている中間駅及び博多駅付近と

します。 

予測の内容 施工計画から得られる建設機械の稼働状況から、建設機械が住居等

の直近で稼働する敷地境界付近での建設作業振動の予測計算を行い

ます。 

予測地域は、調査地域と同様とします。 

評価の内容  開削工事等の建設機械の稼働に伴い発生する振動の発生量と基準

値との比較を行い、影響の程度を評価します。 

 

イ．現況調査の内容 

環境振動の調査内容を表 3.2-29 に示します。 

 

表 3.2-29(1) 調査内容（建設工事の実施に伴う振動） 

調査すべき情報 選定理由 

①環境振動：時間率振動レベルの 80 パー

セントレンジ上端値 

②地盤の状況 

 予測時に参照するデータとして必要なため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

①「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11

月 10日 総理府 令第58号 終改正

平成19年 4月 20日 環境省令第11号）

に規定する測定方法に準拠し、環境振動

の現地調査を行います。 

②対象事業実施区域における地盤の状況

等を、既往の地質調査結果等を用いて整

理します。 

 振動の調査手法としては、一般的なものです。

調査地域・地点 選定理由 

調査地域は、建設機械が住居等の直近で

稼働すると考えられる地域とします。 

調査位置を、図 3.2-7に示します。 

調査地点は地表面とします。 

なお、詳細な調査位置については、駅位

置の詳細が決定した段階で設定します。 

 工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れる地域を、調査地域に設定しました。 

 調査位置の選定理由を、表3.2-30に示します。

 

表 3.2-30 調査位置選定理由 

地点名 選定理由 

地点 1  中間駅の建設に伴い、地上部

において建設機械の稼働が考

えられます。 

地点 2  博多駅の建設に伴い、地上部

において建設機械の稼働が考

えられます。 

166



 3．都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

表 3.2-29(2) 調査内容（建設工事の実施に伴う振動） 

調査期間等 選定理由 

平日の 1日、24時間連続とします。  環境振動が1年間を通じて平均的な状況を呈す

る日とし、平日の 1 日 24 時間の調査を実施する

こととしました。 
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図3.2-7　環境振動調査地点図

環境振動調査地点
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ウ．予測の内容 

建設工事の実施に伴う振動に関する予測の内容を表 3.2-31に示します。 

 

表 3.2-31 予測内容（建設工事の実施に伴う振動） 

予測の基本的な手法 選定理由 

振動の発生及び伝搬に関する事例の解

析によって得られた既存の予測式（以下、

参照）を用いて「80パーセントレンジの上

端値(L10)」を算出します。 

 

00100 68.8/log15)()( rrrrrLrL  

ここで、 

)(rL ：予測地点における振動レベル（デシ

ベル） 

)( 0rL ：基準点における振動レベル（デシベ

ル） 

r ：建設機械の稼働位置から予測地点まで

の距離（ｍ） 

0r ：建設機械の稼働位置から基準点までの

距離（ｍ） 

：内部減衰係数 

振動の予測手法としては、一般的なものです。

建設機械振動については、振動特性に応じて振動

レベルを計算します。 

予測地域・地点 選定理由 

予測地域は、建設機械が住居等の直近で

稼働する敷地境界付近とします。 

予測位置は調査位置と同位置とし、図

3.2-7に示します。 

予測地点は工事敷地境界上の地表面と

します。 

なお、詳細な調査位置については、駅位

置の詳細が決定した段階で設定します。 

工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れることから、予測地域に設定しました。 

予測時期・期間等 選定理由 

施工計画より各工種毎に建設機械の稼

働台数が も多くなる時点とします。 

工事による振動の影響が 大となる時期を予

測対象時期としました。 

 

エ．評価の内容 

建設工事の実施に伴う振動に関する評価の内容を表 3.2-32に示します。 

 

表 3.2-32 評価内容（建設工事の実施に伴う振動） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、以下に示す規制基準との整合が図られ

ているか等より判断します。 

＜規制基準＞ 

建設工事の実施に伴い発生する振動について、「振動規制法（昭和

51 年 6 月 10 日 法律第 64 号 終改正 平成 16 年 6 月 9 日 法

律第 94号）に基づく特定建設作業に関する規制基準を超えない範囲

であること」を評価の基準とします。 
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(2)資材等運搬車両の走行に伴う振動 

ア．環境影響評価の方法の概略 

資材等運搬車両の走行に伴う振動に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-33に示

すとおりです。 

 

表 3.2-33 環境影響評価の方法の概略（資材等運搬車両の走行に伴う振動） 

検討すべき事項  工事中の資材等運搬車両の走行に伴い振動の発生が考えられるこ

とから、対象事業実施区域に近接する住居等への影響について検討を

行います。 

現況調査の内容 工事中の資材等運搬車両の走行に伴い発生する振動について予

測・評価を行うために、対象事業実施区域周辺の代表的な住居等にお

ける現状の振動の状況を把握します。 

調査地域は、資材等運搬車両が走行すると想定される道路とし、住

居や学校等の保全対象が存在する位置とします。 

予測の内容 施工計画から得られる資材等運搬車両の走行台数から、資材等運搬

車両が走行すると想定される道路付近の住居等が立地している代表

的な地点での振動の予測計算を行います。 

予測地域は、調査地域と同様とします。 

評価の内容  工事中の資材等運搬車両の走行に伴い発生する振動の発生量と要

請限度との比較を行い、影響の程度を評価します。 

 

 

イ．現況調査の内容 

道路交通振動の調査内容を表 3.2-34 に示します。 

 

表 3.2-34(1) 調査内容（資材等運搬車両の走行に伴う振動） 

調査すべき情報 選定理由 

①自動車振動：時間率振動レベルの 80 パ

ーセントレンジの上端値 

②地盤卓越振動数 

予測時に参照するデータとして必要なため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

①「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11

月 10日 総理府 令第58号 終改正

平成19年 4月 20日 環境省令第11号）

に規定する測定方法に準拠し、道路交通

振動の現地調査を行います。 

②振動の測定時間内において、大型車単一

走行時に 10 台程度測定し、周波数分析

器を用いて周波数を算出します。 

自動車振動調査手法としては、一般的なもので

す。 
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表 3.2-34(2) 調査内容（資材等運搬車両の走行に伴う振動） 

調査地域・地点 選定理由 

資材等運搬車両が走行すると想定され

る道路付近の住居等が立地している代表

的な地点とします。 

調査位置を、図 3.2-8に示します。 

調査地点は地表面とします。 

 工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れる地域を、調査地域に設定しました。 

 調査位置の選定理由を、表3.2-35に示します。

 

表 3.2-35 調査位置選定理由 

地点名 選定理由 

地点 1  資材等運搬車両が走行す

ると想定される国体道路に

おいて、病院が近接すること

から選定しました。 

地点 2  資材等運搬車両が走行す

ると想定されるはかた駅前

通りにおいて、住居等が近接

することから選定しました。

地点 3  資材等運搬車両が走行す

ると想定されるはかた駅前

通りにおいて、住居等が近接

することから選定しました。

地点 4  資材等運搬車両が走行す

ると想定される昭和通りに

おいて、学校が近接すること

から選定しました。 

地点 5  資材等運搬車両が走行す

ると想定される大博通りに

おいて、住居等が近接するこ

とから選定しました。 
地点 6  資材等運搬車両が走行す

ると想定される渡辺通りに

おいて、病院が近接すること

から選定しました。 
地点 7  資材等運搬車両が走行す

ると想定される住吉通りに

おいて、学校が近接すること

から選定しました。 
 

 

調査期間等 選定理由 

平日の 1日、24時間連続とします。  自動車振動が1年間を通じて平均的な状況を呈

する日とし、平日の 1 日 24 時間の調査を実施す

ることとしました。 
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図3.2-8　自動車振動調査地点図

自動車振動調査地点
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ウ．予測の内容 

資材等運搬車両の走行に伴う振動に関する予測の内容を表 3.2-36 に示します。 

 

表 3.2-36 予測内容（資材等運搬車両の走行に伴う振動） 

予測の基本的な手法 選定理由 

「振動レベルの 80％レンジの上端値を

予測するための式」（以下、参照）を用い

て振動レベルを予測します。資材等運搬車

両による寄与分を、現地調査によって得ら

れた現況の振動レベルに算術加算するこ

とで求めます。 

LLL *1010  

資材等運搬車両の寄与分は、以下の式で

算出します。 

）（－）（＝⊿ QaQaL 10log10log10log10log

ここで、 

10L ：道路交通振動の時間率振動レベルの

80％レンジ上端値の予測値（デシベ

ル） 

*10L ：現況の時間率振動レベルの 80％レ

ンジ上端値（デシベル） 

L⊿ ：資材等運搬車両による振動レベルの

寄与分（デシベル） 

Q ：資材等運搬車両の上乗せ時の 500 秒

間の１車線当たり等価交通量（台

/500 秒/車線） 

MNNKNQ HCHL3600500  

LN ：現況の小型車時間交通量（台/時） 

HN ：現況の大型車時間交通量（台/時）

HCN ：資材等運搬車両（台/時） 

K ：大型車の小型車への換算係数（＝13）

M ：上下車線合計の車線数 

Q：現況の 500 秒間の１車線当たり等価交

通量（台/500 秒/車線） 

MKNNQ HL3600500  

a ：定 数（＝47） 

振動の予測手法としては、一般的なものです。

資材等運搬車両の自動車振動レベルについては、

振動レベルの 80％レンジ上端値（100 個のサンプ

ルを高い方から並べて上から 10 番目の値）を予

測するのが基本となっています。 

予測地域・地点 選定理由 

予測地域は、資材等運搬車両が走行する

と想定される道路付近の住居等が立地し

ている代表的な地点とします。 

予測位置は調査位置と同位置とし、図

3.2-8に示します。 

予測地点は地表面とします。 

工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れることから、予測地域に設定しました。 

予測時期・期間等 選定理由 

施工計画より資材等運搬車両台数が

も多くなる時点とします。 

工事による振動の影響が 大となる時期を予

測対象時期としました。 
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エ．評価の内容 

資材等運搬車両の走行に伴う振動に関する評価の内容を表 3.2-37 に示します。 

 

表 3.2-37 評価内容（資材等運搬車両の走行に伴う振動） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、以下に示す要請限度との整合が図られ

ているか等より判断します。 

＜要請限度＞ 

資材等運搬車両の走行に伴い発生する振動について、「振動規制

法（昭和 51 年 6 月 10 日 法律第 64 号 終改正 平成 16 年 6 月

9 日 法律第 94 号）に基づく道路交通振動の要請限度を超えない範

囲であること」を評価の基準とします。 
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(3)列車の走行（地下式）に伴う振動 

ア．環境影響評価の方法の概略 

列車の走行（地下式）に伴う振動に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-38に示

すとおりです。 

 

表 3.2-38 環境影響評価の方法の概略（列車の走行（地下式）に伴う振動） 

検討すべき事項  列車の走行に伴い振動の発生が考えられることから、対象事業実施

区域に近接する住居等への影響について検討を行います。 

現況調査の内容 既設の七隈線において、計画しているトンネル構造（シールド構造）

と類似のトンネル区間があります。これらのトンネル区間における振

動の状況を把握することで、列車の走行に伴う振動の状況を予測でき

るものと考えています。 

そのため、現況調査では類似の七隈線のトンネル区間における振動

の状況や苦情の状況等について把握します。 

予測の内容 七隈線の類似のトンネル区間における振動の状況等から、工事区域

の境界や周辺の住居等での振動の状況を予測します。 

予測地域は、列車速度が速くなると想定される各駅間に設定しまし

た。 

評価の内容  列車の走行に伴い発生が考えられる振動の発生量と指針値との比

較を行い、影響の程度を評価します。 

 

イ．現況調査の内容 

環境振動の調査内容を表 3.2-39 に示します。 

 

表 3.2-39(1) 調査内容（列車の走行（地下式）に伴う振動） 

調査すべき情報 選定理由 

①環境振動 

②類似のトンネル構造区間（既設七隈線）

における鉄道振動（ピーク振動レベル）

③類似のトンネル構造区間（既設の七隈

線）における苦情の状況等 

①予測時に参照するデータとして必要なため。 

②③予測時に引用するデータとして必要なため。

調査の基本的な手法 選定理由 

①「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11

月 10日 総理府 令第58号 終改正

平成19年 4月 20日 環境省令第11号）

に規定する測定方法に準拠し、環境振動

の現地調査を行います。 

②「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振

動対策について（勧告）」（昭和 51 年

環境庁 第 32 号）に定める方法に準拠

し、鉄道振動の現地調査を行います。 

③類似のトンネル構造となる既設の七隈

線区間における苦情の状況等について

整理します。 

①環境振動の調査手法としては、一般的なもので

す。 

②鉄道振動の調査手法としては、一般的なもので

す。 

③既存の七隈線のトンネル構造区間の振動の状

況を整理することにより、列車の走行時の振動

の状況を把握できるものと判断しました。 
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表 3.2-39(2) 調査内容（列車の走行（地下式）に伴う振動） 

調査地域・地点 選定理由 

①環境振動の調査地域は、将来の構造形

式、周辺の土地利用状況等を考慮して設

定します。 

調査位置を、図 3.2-9に示します。 

調査地点は地表面とします。 

②鉄道振動の調査地域は、将来の構造形

式、周辺の土地利用状況等を考慮して設

定します。 

調査地点は地表面とします。 

③苦情の状況等の整理については、既設の

七隈線の全域を対象とします。 

①列車の走行により近接する住居等への影響が

懸念される地域を、調査地域に設定しました。

設定にあたっては、列車速度が速くなると想定

される位置を考慮しました。 

 調査位置の選定理由を、表3.2-40に示します。

 

表 3.2-40 調査位置選定理由 

地点名 選定理由 

地点 1  天神南駅～中間駅間で選

定しました。 

地点 2  中間駅～博多駅間で選定

しました。 

 

②構造形式やトンネル深さが類似していること

から、調査地域に設定しました。 

③既設の七隈線の振動の状況を把握するため、全

域としました。 

調査期間等 選定理由 

①平日の 1日、24時間連続とします。 

②平日の 9：00からの 60本程度とします。

 

①環境振動が1年間を通じて平均的な状況を呈す

る日とし、平日の 1 日 24 時間の調査を実施す

ることとしました。 

②1 年間を通して平均的な状況である平日の鉄道

振動が把握できる時間帯とし、ラッシュ時間帯

を避けて実施します。 
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図3.2-9　環境振動調査地点図
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ウ．予測の内容 

列車の走行（地下式）に伴う振動に関する予測の内容を表 3.2-41 に示します。 

 

表 3.2-41 予測内容（列車の走行（地下式）に伴う振動） 

予測の基本的な手法 選定理由 

類似の七隈線の実測結果等を基に鉄道

振動レベルを予測します。 

 既存の七隈線のトンネル構造区間の振動の状

況を整理することにより、列車の走行時の振動の

影響の程度を予測できるものと判断しました。 

予測地域・地点 選定理由 

将来の鉄道構造、周辺の土地利用状況等

を考慮して設定します。 

予測位置は調査位置と同位置とし、図

3.2-9に示します。 

予測地点は原則として影響が 大にな

ると考えられる位置の地表面とします。 

列車の走行により近接する住居等への影響が

懸念されることから、予測地域に設定しました。

予測時期・期間等 選定理由 

鉄道施設の供用後、鉄道が運行した時期

とします。 

列車が走行する時期を予測対象時期としまし

た。 

 

 

エ．評価の内容 

列車の走行（地下式）に伴う振動に関する評価の内容を表 3.2-42 に示します。 

 

表 3.2-42 評価内容（列車の走行（地下式）に伴う振動） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、評価の基準とする「近接する住居等に

影響を及ぼさないこと」との整合が図られているか等より判断しま

す。 
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3.2.5 地盤 

(1)建設工事の実施に伴う地盤 

ア．環境影響評価の方法の概略 

建設工事の実施に伴う地盤に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-43 に示すとお

りです。 

 

表 3.2-43 環境影響評価の方法の概略（建設工事の実施に伴う地盤） 

検討すべき事項  開削工事に伴い、地下水位の変化や地盤沈下の影響の恐れが考えられ

ることから、対象事業実施区域に近接する住居等への影響について検討

を行います。 

現況調査の内容 七隈線及び空港線の建設に伴い、同様の工事が実施されたことから、

これらの工事における地下水位の変化や地盤沈下の状況を把握すること

で、工事による影響の程度を予測できるものと考えています。 

そのため、現況調査では七隈線及び空港線の工事における地下水位の

変化や地盤沈下の状況及び工事中の保全対策等について整理します。 

予測の内容 既往地質調査等で得られた事業区域周辺の地盤や地下水の状況及び施

工計画を基に、七隈線及び空港線の工事事例の引用により予測します。

評価の内容  開削工事に伴う地下水位の変化や地盤沈下が対象事業実施区域に近接

する住居等への影響の程度を評価します。 

 

イ．現況調査の内容 

既存資料調査内容を表 3.2-44に示します。 

 

表 3.2-44(1) 調査内容（建設工事の実施に伴う地盤） 

調査すべき情報 選定理由 

①七隈線及び空港線の工事における地下

水位の変化や地盤の状況等 

 ・地盤の状況 

・地盤沈下の状況 

・地下水位の状況 

・工事における保全対策や地盤沈下・地

下水位の監視体制、施工管理等の実施

状況 

②対象事業実施区域の地盤の状況等 

・地盤の状況 

・地下水の利用状況 

・地下水位の状況 

③土地利用の状況 

④関係法令・計画等 

予測時に引用するデータとして必要なため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

①同様の工事内容である七隈線及び空港

線の工事における地下水位の変化や地

盤の状況等についてのデータを整理し

ます。 

②対象事業実施区域における地盤の状況

等を、既往の地質調査結果等を用いて整

理します。 

③「土地利用現況図」、「用途地域図」、

等の既存資料を用いて整理します。 

④「環境基本法」等の既存資料を用いて整

理します。 

 七隈線及び空港線の工事におけるデータ、対象

実施区域における既往の調査結果等を整理する

ことにより、工事による影響の程度を把握できる

ものと判断しました。 
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表 3.2-44(2) 調査内容（建設工事の実施に伴う地盤） 

調査地域・地点 選定理由 

七隈線及び空港線の区間および対象事

業実施区域周辺とします。 

 工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れる地域を、調査地域に設定しました。 

調査期間等 選定理由 

調査期間等は特に設定しません。  予測に必要な情報を得る事が目的であること

から設定しません。 

 

ウ．予測の内容 

建設工事の実施に伴う地盤に関する予測の内容を表 3.2-45に示します。 

 

表 3.2-45 予測内容（建設工事の実施に伴う地盤） 

予測の基本的な手法 選定理由 

開削工事の施工中における地下水位の

変化や地盤沈下について、既往地質調査等

で得られた地盤や地下水位の状況及び工

事施工計画を基に、七隈線及び空港線の工

事事例の引用により予測します。 

七隈線及び空港線の工事における地下水位の

変化や地盤沈下の状況等により、工事による影響

の程度を予測できるものと判断しました。 

予測地域・地点 選定理由 

対象事業実施区域周辺とします。 工事により近接する住居等への影響が懸念さ

れることから、予測地域に設定しました。 

予測時期・期間等 選定理由 

開削工事の施工中とします。 工事による地盤への影響が 大となると考え

られる開削工事の施工中を予測対象時期としま

した。 

 

 

エ．評価の内容 

建設工事の実施に伴う地盤に関する評価の内容を表 3.2-46に示します。 

 

表 3.2-46 評価内容（建設工事の実施に伴う地盤） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、評価の基準とする「周辺の建築物等に

影響を及ぼさないこと」との整合が図られているか等より判断しま

す。 
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3.2.6 廃棄物等 

(1)建設工事の実施に伴う廃棄物等 

ア．環境影響評価の方法の概略 

建設工事の実施に伴う廃棄物等に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-47に示す

とおりです。 

 

表 3.2-47 環境影響評価の方法の概略（建設工事の実施に伴う廃棄物等） 

検討すべき事項  建設工事の実施に伴う廃棄物等の量について把握を行い、その再利

用・処分方法などについて検討を行います。 

現況調査の内容 建設工事の実施に伴う廃棄物等について予測・評価するために、既

存資料調査等を行い、廃棄物等の処理状況、再利用・処分のための施

設の立地状況などに関する情報を収集します。 

予測の内容 施工計画の内容等から、廃棄物等の種類ごとに予測します。 

評価の内容 建設工事の実施に伴う廃棄物等について、廃棄物等の種類ごとに適

正に再利用・処分がされるかについて評価を行います。 

 

 

イ．現況調査の内容 

既存資料調査内容を表 3.2-48に示します。 

 

表 3.2-48 既存資料調査内容（建設工事の実施に伴う廃棄物等） 

調査すべき情報 選定理由 

①廃棄物等に係る関係法令等の状況 

②廃棄物等の再利用・処分技術に係る現況

③廃棄物等の処理施設の立地状況 

廃棄物等の状況を把握するために必要な項目

であり、分析を行うために必要な情報であるた

め。 

調査の基本的な手法 選定理由 

 既存の文献または資料により、廃棄物等

の処理状況、再利用・処分のための処理施

設等の立地状況等に関する情報を収集し

ます。 

 選定した調査手法は、廃棄物等の状況を把握す

るための基本的な手法となります。 

調査地域・地点 選定理由 

 工事に伴う廃棄物等の運搬可能な範囲

を調査地域とします。 

 工事に伴う廃棄物等の運搬可能な範囲を対象

としました。 

調査期間等 選定理由 

－  － 
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ウ．予測の内容 

建設工事の実施に伴う廃棄物等に関する予測の内容を表 3.2-49に示します。 

 

表 3.2-49 予測内容（建設工事の実施に伴う廃棄物等） 

予測の基本的な手法 選定理由 

工事の施工中の廃棄物等の排出量につ

いて、施工計画の内容等から、廃棄物等の

種類ごとに予測します。 

廃棄物等の予測手法としては、一般的なもので

す。 

予測地域・地点 選定理由 

事業実施区域を予測地域とします。 廃棄物等の発生が考えられる事業実施区域と

しました。 

予測時期・期間等 選定理由 

廃棄物等が排出される時期とします。 工事を実施する時期としました。 

 

 

エ．評価の内容 

建設工事の実施に伴う廃棄物等に関する評価の内容を表 3.2-50に示します。 

 

表 3.2-50 評価内容（建設工事の実施に伴う廃棄物等） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、評価の基準とする「関係法令等に準じ

て工事に伴い発生する廃棄物等が適正に処理されるか」との整合が

図られているか等より判断します。 
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3.2.7 残土 

(1)建設工事の実施に伴う残土 

ア．環境影響評価の方法の概略 

建設工事の実施に伴う残土に関する環境影響評価の方法の概略は、表 3.2-51 に示すとお

りです。 

 

表 3.2-51 環境影響評価の方法の概略（建設工事の実施に伴う残土） 

検討すべき事項  建設工事の実施に伴う残土の量について把握を行い、その再利用・

処分方法などについて検討を行います。 

現況調査の内容 建設工事の実施に伴う残土について予測・評価するために、既存資

料調査等を行い、残土の処理状況、再利用・処分のための施設の立地

状況などに関する情報を収集します。 

予測の内容 施工計画の内容等から予測します。 

評価の内容  建設工事の実施に伴う残土について、適正に再利用・処分がされる

かについて評価を行います。 

 

 

イ．現況調査の内容 

既存資料調査内容を表 3.2-52に示します。 

 

表 3.2-52 調査内容（建設工事の実施に伴う残土） 

調査すべき情報 選定理由 

①残土に係る関係法令等の状況 

②残土の再利用・処分技術に係る現況 

③残土の処理施設の立地状況 

残土の状況を把握するために必要な項目であ

り、分析を行うために必要な情報であるため。 

調査の基本的な手法 選定理由 

 既存の文献または資料により、残土の処

理状況、再利用・処分のための処理施設等

の立地状況等に関する情報を収集します。

 選定した調査手法は、残土の状況を把握するた

めの基本的な手法となります。 

調査地域・地点 選定理由 

工事に伴う残土の運搬可能な範囲を調

査地域とします。 

 工事に伴う残土の運搬可能な範囲を対象とし

ました。 

調査期間等 選定理由 

－  － 
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ウ．予測の内容 

建設工事の実施に伴う残土に関する予測の内容を表 3.2-53に示します。 

 

表 3.2-53 予測内容（建設工事の実施に伴う残土） 

予測の基本的な手法 選定理由 

工事の施工中の残土の排出量について、

施工計画の内容等から予測します。 

残土の予測手法としては、一般的なものです。

予測地域・地点 選定理由 

事業実施区域を予測地域とします。 残土の発生が考えられる事業実施区域としま

した。 

予測時期・期間等 選定理由 

残土が排出される時期とします。 工事を実施する時期としました。 

 

 

エ．評価の内容 

建設工事の実施に伴う残土に関する評価の内容を表 3.2-54に示します。 

 

表 3.2-54 評価内容（建設工事の実施に伴う残土） 

評価方法 

環境影響の程度に応じて実施する環境保全措置によって、事業者

により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどう

かを評価します。 

なお、環境影響の程度は、評価の基準とする「関係法令等に準じ

て工事に伴い発生する残土が適正に処理されるか」との整合が図ら

れているか等より判断します。 
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